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【手続補正書】
【提出日】平成23年2月16日(2011.2.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下記式（Ｉ）：

【化１】

　［式中、
　Ｒ１は、水素またはＣ１－６アルキルであり；
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　Ｒ２は、－Ｃ（Ｏ）－Ａ、－Ａ、－（ＣＲｘＲｙ）ｔ－Ａまたは－Ｃ（Ｏ）－（ＣＲｘ

Ｒｙ）ｔ－Ａであり；
　Ａは、アリール、ヘテロアリール、複素環、シクロアルキルまたはシクロアルケニルで
あり；
　ｔは各場合で、１、２、３、４または５であり；および
　ＲｘおよびＲｙは各場合で、独立に水素、ハロゲン、アルキルまたはハロアルキルであ
る］の化合物、または該化合物の製薬上許容される塩、アミドもしくはプロドラッグ。
【請求項２】
　Ｒ２が－Ｃ（Ｏ）－Ａである、請求項１に記載の化合物または該化合物の製薬上許容さ
れる塩、アミドもしくはプロドラッグ。
【請求項３】
　Ｒ２が－Ａである、請求項１に記載の化合物または該化合物の製薬上許容される塩、ア
ミドもしくはプロドラッグ。
【請求項４】
　Ｒ２が－（ＣＲｘＲｙ）ｎ－Ａである、請求項１に記載の化合物または該化合物の製薬
上許容される塩、アミドもしくはプロドラッグ。
【請求項５】
　Ｒ１が水素またはＣ１－６アルキルであり；および
　Ｒ２が－Ｃ（Ｏ）－（ＣＲｘＲｙ）ｔ－Ａである、請求項１に記載の化合物または該化
合物の製薬上許容される塩、アミドもしくはプロドラッグ。
【請求項６】
　前記化合物が、
　Ｎ－［（４ｒ）－１－アザトリシクロ［３．３．１．１３，７］デク－４－イルメチル
］－５－クロロ－１Ｈ－インドール－２－カルボキサミド；
　Ｎ－［（４ｓ）－１－アザトリシクロ［３．３．１．１３，７］デク－４－イルメチル
］－５－クロロ－１Ｈ－インドール－２－カルボキサミド；
　Ｎ－［（４ｓ）－１－アザトリシクロ［３．３．１．１３，７］デク－４－イルメチル
］－５－フルオロ－１Ｈ－インドール－２－カルボキサミド；
　Ｎ－［（４ｒ）－１－アザトリシクロ［３．３．１．１３，７］デク－４－イルメチル
］－１Ｈ－インドール－５－カルボキサミド；および
　Ｎ－［（４ｓ）－１－アザトリシクロ［３．３．１．１３，７］デク－４－イルメチル
］－１Ｈ－インドール－５－カルボキサミド
　からなる群から選択される、請求項１に記載の化合物または該化合物の製薬上許容され
る塩、アミドもしくはプロドラッグ。
【請求項７】
　治療上有効量の請求項１に記載の化合物または該化合物の製薬上許容される塩、アミド
もしくはプロドラッグを投与する段階を有する、状態、障害もしくは欠損が記憶障害、認
識障害、神経変性および神経発達障害からなる群から選択される、α７ニコチン性アセチ
ルコリン受容体、α４β２ニコチン性アセチルコリン受容体またはα７およびα４β２の
両方のニコチン性アセチルコリン受容体によって調節される状態、障害もしくは欠損の治
療または予防方法。
【請求項８】
　処置を必要とする対象者に対して、請求項１に記載の化合物または該化合物の製薬上許
容される塩、アミドもしくはプロドラッグを投与する段階を有する、軽度認識障害、加齢
性記憶障害（ＡＡＭＩ）、老年性認知症、ＡＩＤＳ認知症、ピック病、レビ小体関連の認
知症、ダウン症候群関連の認知症、筋萎縮性側索硬化症、ハンチントン病、禁煙、統合失
調性感情障害、双極性障害および躁障害、外傷性脳損傷関連のＣＮＳ機能低下、急性疼痛
、術後疼痛、慢性疼痛および炎症性疼痛からなる群から選択される障害の治療方法。
【請求項９】
　処置を必要とする対象者に対して、請求項１に記載の化合物または該化合物の製薬上許
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容される塩、アミドもしくはプロドラッグを投与する段階を有する、注意欠陥障害、注意
欠陥過活動性障害（ＡＤＨＤ）、アルツハイマー病（ＡＤ）、パーキンソン病、トゥレッ
ト・シンドローム、統合失調症および統合失調症関連の認知障害（ＣＤＳ）からなる群か
ら選択される障害の治療方法。
【請求項１０】
　処置を必要とする対象者に対して、請求項１に記載の化合物または該化合物の製薬上許
容される塩、アミドもしくはプロドラッグと、１以上の非定型抗精神病薬と、を投与する
段階を有する、統合失調症および統合失調症関連の認知障害（ＣＤＳ）またはそれらの組
み合わせからなる群から選択される障害の治療方法。
【請求項１１】
　１以上の製薬上許容される担体と組み合わせて、治療上有効量の請求項１に記載の化合
物または該化合物の製薬上許容される塩、アミドもしくはプロドラッグを含む、医薬組成
物。
【請求項１２】
　１以上の非定型抗精神病薬をさらに含む、請求項１１に記載の医薬組成物。
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